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平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
「
e
ー
文
書
法
」
が
施
行
さ
れ
、

こ
れ
ま
で
紙
で
の
保
存
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
、
税
務
関
係
帳

薄
書
類
（
契
約
書
、
領
収
書
等
）
、
医
療
関
係
書
類
（
診
療
録
、

処
方
せ
ん
等
）
及
び
会
社
関
係
書
類
（
定
款
、
株
主
総
会
議
事
録

等
）
な
ど
の
電
子
保
存
が
容
認
さ
れ
ま
す
。

1

文
書
の
電
子
保
存
に
つ
い

3

ｅ
‐
文
書
法
の
ポ
イ
ン
ト

2

ｅ
‐
文
書
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ

ブ
に
つ
い
て

ｅ－文書法により電子保存が容認される文書の主な例

ｅ‐文書法の概要

民間・行政の書面手続きにおける電子化を可能とする措置の状況 文書の電子保存について 

　　
文
書
の
電
子
保
存
に
つ
い
て
は
、
既
に
国

民
等
か
ら
行
政
機
関
へ
の
申
請
・
届
出
等
の

書
類
は
電
子
メ
ー
ル
で
も
送
付
可
能
と
な

っ
て
お
り
、
ま
た
、
企
業
か
ら
顧
客
に
交
付

す
る
契
約
書
類
は
電
子
メ
ー
ル
で
も
送
付

可
能
と
な
っ
て
い
ま
す
（
行
政
手
続
オ
ン
ラ

イ
ン
化
法
〔
平
成
十
五
年
二
月
施
行
〕
、
書
面

一
括
法
〔
平
成
十
三
年
四
月
施
行
〕
な
ど
）
。

　
し
か
し
、
帳
簿
書
類
、
領
収
書
、
注
文
書
等

の
文
書
の
電
子
的
な
保
存
は
未
だ
法
律
で

認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
企
業
は
こ
れ
ら
の
書

類
を
紙
で
保
存
す
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。

　
こ
の
た
め
、
倉
庫
等
に
お
け
る
書
類
の
保

管
コ
ス
ト
な
ど
、
企
業
に
と
っ
て
負
担
と
な

っ
て
い
る
部
分
も
、
こ
れ
ら
の
電
子
化
が
容

認
さ
れ
れ
ば
、
電
子
化
の
コ
ス
ト
を
差
し
引

い
て
も
、
相
当
の
コ
ス
ト
削
減
効
果
が
期
待

で
き
ま
す
。

　
ｅ
‐
Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
戦
略
II
加
速
化
パ
ッ
ケ

ー
ジ
で
は
、Ｉ
Ｔ
規
制
改
革
の
推
進
の
た
め
、

法
令
に
よ
り
民
間
に
保
存
が
義
務
付
け
ら

れ
て
い
る
財
務
関
係
書
類
、
税
務
関
係
書
類

等
の
文
書
・
帳
票
の
う
ち
、
電
子
的
な
保
存

が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
、
近

年
の
情
報
技
術
の
進
展
等
を
踏
ま
え
、文
書
・

帳
票
の
内
容
、
性
格
に
応
じ
た
真
実
性
・
可

視
性
等
を
確
保
し
つ
つ
、
原
則
と
し
て
こ
れ

ら
の
文
書
・
帳
票
の
電
子
保
存
が
可
能
と
な

る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
、統
一
的
な
法
律（
通

称
「
e
‐
文
書
法
」
）
の
制
定
等
に
よ
り
行
う

こ
と
と
し
ま
し
た
。

　
こ
の
た
め
、
電
子
保
存
の
容
認
の
要
件
、
対

象
範
囲
等
に
つ
い
て
早
急
に
と
り
ま
と
め
、
二

○
○
四
年
六
月
に
I
T
戦
略
本
部
に
報
告
を

行
い
、
同
年
十
月
に
法
案
を
国
会
に
提
出
し
、

十
一
月
に
は
ｅ
‐
文
書
法
案
が
可
決
・
成
立
し

ま
し
た
。（
内
閣
官
房
及
び
関
係
府
省
）

　　
民
間
へ
の
紙
に
よ
る
文
書
保
存
義
務
に

つ
い
て
、原
則
と
し
て
電
子
保
存
を
容
認
し
、

民
間
の
文
書
保
存
コ
ス
ト
を
軽
減
し
ま
す
。

（
電
子
保
存
と
は
、
当
初
か
ら
電
子
的
に
作

成
さ
れ
た
書
類
を
電
子
的
に
保
存
す
る
こ

と
及
び
書
面
で
作
成
さ
れ
た
書
類
を
ス
キ

ャ
ナ
で
イ
メ
ー
ジ
化
し
、
電
子
的
に
保
存
す

る
こ
と
の
両
者
を
含
む
。
）

　
通
則
法
に
よ
り
措
置
す
る
法
律
数
は
、
約

二
百
五
十
本
が
対
象
と
な
っ
て
い
ま
す
。（
例

‥
医
師
法
（
診
療
録
）
、
商
法
（
損
益
計
算
書
）

等
）（
通
則
法
形
式
の
採
用
に
よ
り
、
個
別
に

法
改
正
せ
ず
に
電
子
保
存
を
容
認
。
）

　
ま
た
、
税
務
関
係
書
類
も
、
原
則
と
し
て

電
子
保
存
を
容
認
し
ま
す
。（
適
正
公
平
な

課
税
の
確
保
の
た
め
、
一
部
書
類
に
つ
い
て

は
対
象
に
し
な
い
。
）

　
た
だ
し
、
以
下
の
よ
う
な
一
部
の
文
書
に

つ
い
て
電
子
保
存
対
象
外
と
し
て
い
ま
す
。

緊
急
時
に
即
座
に
確
認
す
る
必
要
が
あ

る
　
も
の
‥
船
舶
に
備
え
る
安
全
手
引
書

な
ど

現
物
性
が
極
め
て
高
い
も
の
‥
免

許
証
、
　
許
可
証
な
ど

条
約
に
よ
る
制
約
が
あ
る
も
の

そ
の
他

　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か

ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

民　間 行　政

IT書面一括法（H12.11）、商法改正法（H13.11）に

より、主要な手続について措置済み

●銀行、証券会社等の業務財産説明書類の備え

　付け

●定款等関係書類の備え置き、閲覧（商工会議所、

　組合等）

●税務関係書類の保存　など

保
存
・
閲
覧
等

申
請
・
交
付
等

ほとんどの手続が措置されず

行政手続オンライン化法（H15.2）
により、ほぼ全て措置済み

＜措置された主なもの＞

＜措置されていないもの＞

＜オンライン化されたもの＞

●行政機関への申請

●行政機関からの交付、通知等

●行政機関が行う縦覧、閲覧

●民間商取引で書面交付が義務化されているもの

　【例：旅行業法（旅行事業者の書面交付義務）】

●組合における議決権

●会社書類関係の電子化（議決権の電磁的行使など）

経団連をはじめとして民間から

強い規制緩和要望

ここが電子化できれば、書

面の交付から保存・縦覧まで、

一貫した電子化が可能に。

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律

第1条関係（目的規定）

第2条関係（用語の定義）

第3条～第6条関係

通則法との調整等

①保存等の電磁化可能規定

②書面みなし規定

その他（第7条～第9条関係）

民間事業者等が電磁的記録による保存等をできるようにするための共通事項を定める。

保存義務のある書面について、主務省令で定めるところにより、電
磁的記録による保存・作成・縦覧等・交付等を行うことができる。

①により行われた保存等については、書面により行われたものとみなす。

地方公共団体における推進、経過措置、主務省令の定義

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の
施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

≪整備法≫

≪通則法≫

通則法の規定では手当てが十分ではないもの等について、個別法（72本）

の一部改正により所要の規定を整備

電磁的記録による保存を容認する際に必要な特別な手続規定（電子計算機を使用して作成する国税関係
帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律等）

立入検査の対象に電磁的記録を追加（行政書士法等）�等

①

②

関係法令：所得税法、法人税法、地方税法　等
保存期間：７年間

関係法令：医師法、歯科医師法、薬剤師法　等
保存期間：5年（診療録）、3年（処方せん）

関係法令：商法、銀行法、証券取引法　等
保存期間：10年（本店）、5年（支店）※商法上の株主総会の議事録の保存期間

税務関係帳簿書類（契約書、領収書、見積書、納品書、注文書等）

医療関係書類（診療録、処方せん　等）

会社関係書類（定款、株主総会の議事録、営業報告書　等）

1.

2.

3.

経済界全体の保存コスト試算
年間約3,000億円

趣�

旨

対
象
範
囲

施
行
日

　
「
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す

る
法
律
」
及
び
「
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の

利
用
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
」
の
通
称

注
※
「
ｅ
‐
文
書
法
」

（１）

（2）

（3）

問い合わせ先

沖縄総合事務局経済産業部産業課 098-866-0031（内285）


